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工事成績との関係（施工プロセスのチェック）

プロセスチェックで問題がない場合

プロセスチェックで問題がある場合

評価対象
として評
価欄に
チェック
を入れな
い。
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配置技術者の現場専任 １

○公共工事標準請負契約第10条（要旨）

（現場代理人等）

第10条 請負者は、次の各号に各号に掲げる者を定め、・・・書面によりその指名を発注者
に通知しなければならない。

(1)現場代理人

(2)主任技術者（建設業法第26条の2～26条の4）
①下請契約請負代金３千万円以上は監理技術者

②２千５百万円以上の公共性がある重要な工事は専任の主任技術者又は監理技術者

③地方公共団体等、法人が発注者である建設工事は資格者等の交付を受けている監理技術者

２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取り締まりを行う
ほか、次の権限を除き、この計画に基づく請負者の一切の権限を行使することができる。

・請負代金額の変更

・工期の変更

・請負代金の請求及び受領

・措置請求に受理・決定・通知

・契約の解除に係る権限

３ （略）

４ 現場代理人、主任技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。

設置根拠

（参考）現場代理人を置く場合の通知に関し
ては、業法第19条の2の規定あり。

主任技術者又は監理技術者現場代理人
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配置技術者の現場専任 ２

（要件）当該建設工事を施工する建設業者と直接
的かつ恒常的な雇用関係にある者であることを要
する。（建設業法解説）

（要件）

仕様書・入札心得で要件を規定

工事現場における建設工事の施工の技術上の管
理をつかさどる者として、建設業法第26条の1、
26条の2の規定により、義務づけられている技
術者である。

請負契約の的確な履行を確保するため、工事現
場の取り締まりのほか、工事の施工及び契約関係
事務に関する一切の事項を処理する者として、工
事現場に置かれる請負者の代理人であり、工事現
場に常駐することとされている。

○工事の施工に関する一切の事項

工事現場の保安、火災予防、風気衛生等の事項
が当然含まれる。

位置付
け・要件

【主任技術者】

工事現場における建設工事の施工の技術上の管
理をつかさどることであり、これにより建設工事
の適正な施工を確保しようとするものである。

【監理技術者】

建設工事の施工に当たり、大規模な下請けをす
る場合に下請人を適切に指導、監督するという総
合的な機能を果たすもので、主任技術者のように
具体的な工事に密接に関与して細かな指示を与え
るものとは、若干性格を異にする。

主任技術者と同様、施工の技術上の管理をつか
さどることであるが、具体的な機能は、工事の施
工に関する総合的な企画、指導等の職務が重要視
されるものと考えられる。

契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運
営、取り締まりを行うこと及び除外該当権限を除
く請負者の一切の権限を行使すること。

※除外該当権限に係る権限を除き、現場代理人に
対し、意思表示等を行えば足りることとなる。

職務及び
権限

主任技術者又は監理技術者現場代理人
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配置技術者の現場専任 ３

工事現場への「専任」は、原則として現場に
常駐することが求められるが、発注者との打合
せ等のため現場を離れる場合といった当該工事
に専念する状態も含んでいる。

※ただし、工事現場を離れている場合において
も、緊急時には速やかに対応できる体制である
ことが必要である。

【専任制の特例】

専任が必要な工事のうち、密接な関係のある
二つ以上の工事を同一の建設業者が同一の場所
又は近接した場所において施工する場合には、
同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理
することができる。

ただし、監理技術者については、この規定は
適用されない。

「常駐」とは、当該工事のみを担当してい
ることだけでなく、さらに作業期間中、特
別の理由がある場合を除き、常に工事現場
に滞在していることを意味する。

※発注者又は監督員との連絡に支障を来さ
ないことを目的としている。

常駐・専任

主任技術者又は監理技術者現場代理人
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建設工事と技術者の配置について

建設工事と技術者の配置について
は、京都府ホームページの建設工
事等入札関連情報
（http://www.pref.kyoto.jp/ny
usatu/index.htm）に公表されて
いますので十分把握しておいて下
さい。

技術者が途中変更となる場合は引き
継ぎ期間が必要とされています。

NEW
「競争入札心得」は
平成１８年８月７日に改正
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現場での主な掲示物

建設業法第40条、施行
規則25条

必須（全ての下請
けも含む）

１ 建設業許可票

労働安全衛生法第14条該当時５ 作業主任者

特記仕様書必須３ 建設業退職金共済制
度加入現場ステッカー

特記仕様書・適正化法
（建設業法では下請総額
3,000万円以上）

請負額3,000万円
以上（又は監督員
指示）

４ 施工体系図

労働保険の保険料の徴収
等に関する法律施行規則
第74条

必須２ 労災保健関係成立票

根 拠区 分名 称
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工事成績との関係（施工プロセスのチェック）

施工プロセスのチェックリストでは、施工体系図等の掲示物
の確認を行うことにされており、不適切である場合は是正指導
し、改善がされない場合は成績表定評の【「施工プロセス」
チェックで指摘事項がなかった。また指摘事項に対する改善が
速やかに（次回）実施された。】の項目を減点対象とします。

施工プロセスのチェックリスト
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建設業法
（標識の掲示）
第四十条 建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い
場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄
の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通
省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

建設業法施行規則
（標識の記載事項及び様式）
第二十五条 法第四十条 の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、
店舗にあつては第一号から第四号までに掲げる事項、建設工事の現場にあっ
ては第一号から第五号までに掲げる事項とする。
一 一般建設業又は特定建設業の別
二 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
三 商号又は名称
四 代表者の氏名
五 主任技術者又は監理技術者の氏名
２ 法第四十条 の規定により建設業者の掲げる標識は店舗にあつては別記
様式第二十八号、建設工事の現場にあつては別記様式第二十九号による。

現場での掲示物（建設業許可票）




